
  22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補装具の購入・修理 

内 容 

身体の障がいを補い、日常生活を容易にするための補装具の購入・修理

の費用を助成します。すべての品目において事前に申請が必要です。 

品目により受けられる要件が違います。原則一割負担となりますが、所得

金額によっては給付が受けられない場合があります。 

＊介護保険対象の方は介護保険制度、医療保険対象の方は医療保険制度、

労災の制度適用の方は労災制度をそれぞれ優先利用してください。 

 

①視覚障がいの方 

盲人安全つえ・義眼・遮光眼鏡など 

②聴覚障がいの方 

  補聴器（ポケット形・耳かけ形など） 

③肢体不自由障がいの方 

 義肢（義手・義足）・装具（下肢装具・靴型装具・体幹装具・上肢装具）

座位保持装置 

車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ（松葉つえ・多点杖など） 

④肢体不自由障がいと音声言語機能障がい３級との重複の方 

重度障がい者用意思伝達装置 

用意するもの 

① 補装具の見積書（市の登録業者のもの） 

② 身体障がい者手帳 

③ 印鑑 

④ 補装具各品目ごとの必要資料・意見書など 

窓 口 障がい福祉課（市役所１階） TEL 85-6186 FAX 84-5764 

1 

６ 補装具・日常

生活用具など 

車いすや義手など、障がい者の身体機

能を補助する福祉用具の中には、給付又

は貸与されるものもあります。また、購

入に要する費用の一部が補助されるも

のもあります。 
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日常生活用具の支給・貸与 

在宅の重度障がい者・児が自力で日常生活をおくるための日常生活用具を支給・貸与し

ます。すべての品目について事前に申請が必要です。 

種目、年齢により支給要件が違います。原則一割負担となりますが、所得金額によって

は給付が受けられない場合があります。 

※数字の下に＊のついた品目は介護保険・高齢者などの日常生活用具給付対象品目となります。

それぞれの制度を優先利用してください。 

※表中の障がい等級は各障がいの個別の等級です。 

 

 

 

 種 目 性能等 対象者 金 額 
耐用 

年数 

1 

＊ 

特殊寝台（訓

練用ベッド） 

腕､脚などの訓練のできる

器具を付帯し、原則として

使用者の頭部及び脚部の傾

斜角度を個別に調整できる

機能を有するもの 

学齢児以上で、下肢又は

体幹機能障がい２級以上

の方 

 
154,000 円 ８年 

2 

＊ 
特殊マット 

褥瘡の防止又は失禁などに

よる汚染若しくは損耗を防

止できる機能を有するもの 

３歳以上で、下肢若しく

は体幹機能障がい２級以

上又は療育手帳の判定が

重度若しくは最重度のい

ずれかの方で、常時介護

が必要な方 

19,600 円 ５年 

3 

＊ 
特殊尿器 

尿が自動的に吸引されるも

ので、障がい者又は介護者

が容易に使用し得るもの 

学齢児以上で、下肢又は

体幹機能障がい１級の常

時介護が必要な方 

67,000 円 ５年 

4 入浴担架 

障がい者を担架に乗せたま

まリフト装置により入浴さ

せるもの 

３歳以上で、下肢又は体

幹機能障がい２級以上の

方で、入浴に当たって、

家族など他の人の介助が

必要な方 

82,400 円 ５年 

5 

＊ 
体位変換器 

介助者が障がい者の体位を

変換させるのに容易に使用

し得るもの 

学齢児以上で、下肢又は

体幹機能障がい２級以上

の方で、下着交換などに

当たって､家族など他の

人の介助が必要な方 

15,000 円 ５年 

6 

＊ 
移動用リフト 

介護者が重度身体障がい者

を移動させるに当たって、

容易に使用し得るもの（天

井走行型その他住宅改修を

伴うものを除く。） 

３歳以上で、下肢又は体

幹機能障がい２級以上の

方 159,000 円 ４年 

 

２ 

支給種目 
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 種 目 性能等 対象者 金 額 
耐用 

年数 

7 訓練いす 

原則として付属のテーブル

を付けるもの 

３歳以上18歳未満で、下

肢又は体幹機能障がい２

級以上の方 

33,000 円 ５年 

８ 

＊ 
入浴補助用具 

入浴時の移動、座位の保持、

浴槽への入水などを補助で

き、障がい者又は介助者が

容易に使用し得るもの（設

置に当たり住宅改修を伴う

ものを除く。） 

３歳以上で、下肢障がい

４級又は体幹機能障がい

３級以上の方で、入浴に

介助を必要とする方 
90,000 円 ８年 

９ 

＊ 
便器 

障がい者が容易に使用し得

るもの（手すりを含む。取

替えに当たり住宅改修を伴

うものを除く。） 

学齢児以上で、下肢障が

い４級又は体幹機能障が

い３級以上の方 
10,000 円 ８年 

10 

Ｔ字状・棒状

のつえ 

 

１本のみの使用で歩行を安

定させることができ、障が

い者が容易に使用できるも

の(夜光材なども含む。) 

下肢・体幹・平衡・移動

機能に障がいがあり、歩

行可能な方（入院・入所

中の方も申請できます。） 

木材製 

3,500 円 

軽金属製 

4,500 円 

３年 

11 

＊ 

移動・移乗支

援用具 

障がい者の身体機能の状態

を十分踏まえ、必要な強度

と安全性を有し、転倒防止、

立ち上がり動作の補助、移

乗動作の補助、段差解消な

どのできる手すり、スロー

プなど（設置に当たり住宅

改修を伴うものを除く。） 

３歳以上で、平行機能又

は下肢若しくは体幹機能

に障がいがあり、家庭内

の移動において介助が必

要な方 
60,000 円 ８年 

12 頭部保護帽 

転倒の衝撃から頭部を保護

できるもの 

 

身体障がい者手帳、療育

手帳又は精神障がい者保

健福祉手帳のどれかをお

持ちの方で、てんかんな

どの発作又は身体の状態

により歩行が不安定など

の理由により頻繁に転倒

するため必要がある方

（入院・入所中の方も申

請できます。） 

スポンジ、

革 が 主 材

料のもの 

15,200 円 

スポンジ、

革、プラス

チ ッ ク が

主 材 料 の

もの 

36,750 円 

３年 

13 特殊便器 

足踏みペダルなどにて温水

温風を出し得るもの（取替

えに当たり住宅改修を伴う

ものを除く。） 

学齢児以上で、上肢障が

い２級以上又は療育手帳

の判定が重度若しくは最

重度の方 

151,200 円 ８年 

※数字の下に＊のついた品目は介護保険・高齢者などの日常生活用具給付対象品目となります。それぞれ

の制度を優先利用してください。 

※表中の障がい等級は各障がいの個別の等級です。 
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 種 目 性能等 対象者 金 額 
耐用 

年数 

14 

＊ 
火災警報器 

室内の火災を煙又は熱によ

り感知し、音又は光を発し

屋外にも警報ブザーで知ら

せ得るもの 

 

障がい等級２級以上又は

療育手帳の判定が重度若

しくは最重度の方で火災

発生の感知及び避難が著

しく困難な障がい者のみ

の世帯並びにこれに準ず

る世帯に属する方 

15,500 円 ８年 

15 

＊ 
自動消火器 

室内温度の異常上昇又は炎

の接触で自動的に消火液を

噴射し、初期火災を消火し

得るもの 

障がい等級２級以上又は

療育手帳の判定が重度若

しくは最重度の方で火災

発生の感知及び避難が著

しく困難な障がい者のみ

の世帯並びにこれに準ず

る世帯に属する方 

28,700 円 ８年 

16 

＊ 
電磁調理器 

視覚障がい者が容易に使用

し得るもの 

 

18歳以上の視覚障がい２

級以上の方で、視覚障が

い者のみの世帯及びこれ

に準ずる世帯に属する方 

41,000 円 ６年 

17 

歩行時間延長

信号機用小型

送信機 

視覚障がい者が容易に使用

し得るもの 

学齢児以上で視覚障がい

２級以上の方 7,000 円 10 年 

18 

聴覚障がい者

用屋内信号装

置 

声､音声などを視覚、触覚な

どにより知覚できるもの 

 

12歳以上の聴覚障がい２

級の方で聴覚障がい者の

みの世帯及びこれに準ず

る世帯に属する方 

87,400 円 10 年 

19 透析液加温器 
透析液を加温し、一定温度

に保つもの 

３歳以上で腎臓機能障が

いの方 51,500 円 ５年 

20 ネブライザー 

障がい者又は介助者が容易

に使用し得るもの 

 

呼吸器機能障がい又は音

声言語機能障がいで喉頭

を摘出した方 

36,000 円 ５年 

21 
電気式たん吸

引器 

障がい者又は介助者が容易

に使用し得るもの 

呼吸器機能障がい又は音

声言語機能障がいで喉頭

を摘出した方 

56,400 円 ５年 

22 
酸素ボンベ運

搬車 

障がい者が容易に使用し得

るもの 

医療保険における在宅酸

素療法を行う方 17,000 円 10 年 

23 
盲人用体温計

（音声式） 

視覚障がい者が容易に使用

し得るもの 

学齢児以上の視覚障がい

２級以上の方で視覚障が

い者のみの世帯及びこれ

に準ずる世帯に属する方 

9,000 円 ５年 

24 盲人用体重計 

視覚障がい者が容易に使用

し得るもの 

学齢児以上の視覚障がい

２級以上の方で視覚障が

いのみの世帯に属する方 
18,000 円 ５年 

※数字の下に＊のついた品目は介護保険・高齢者などの日常生活用具給付対象品目となります。それぞれ

の制度を優先利用してください。 

※表中の障がい等級は各障がいの個別の等級です。 
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 種 目 性能等 対象者 金 額 
耐用 

年数 

25 

携帯用会話補助

装置 

 

携帯式で、ことばを音声

又は文章に変換する機能

を有し、障がい者が容易

に使用し得るもの 

学齢児以上の音声言語機

能障がい又は肢体不自由

障がいの方で、発声又は

発語に著しい障がいを有

する方（入院・入所中の

方も申請できます。） 

98,800 円 ５年 

26 
情報・通信支援

用具 

情報機器（パーソナルコ

ンピュータ）を使用する

際に必要となる周辺機

器、ソフトなどで、障が

いがあることにより必要

となり、かつ、社会参加

の促進を図ることができ

るもの 

学齢児以上の視覚又は上

肢障がい２級以上の方 

100,000 円 ６年 

27 
点字ディスプレ

イ 

文字などのコンピュータ

の画面情報を点字などに

より示すことのできるも

の 

学齢児以上の視覚障がい

２級以上の方で聴覚障が

い２級の障がいが重複し

ている方 

383,500 円 ６年 

28 
点字器 

 

視覚障がい者が容易に使

用し得るもの 

【標準型】 

32マス18行程度、両面

書のもの 

 

【携帯用】 

32マス、金属製は４行

程度、プラスチック製は

12行程度、片面書のもの 

 

学齢児以上の視覚障がい

の方で、日常生活に点字

を必要とする方（入院・

入所中の方も申請できま

す。） 

標準型 

金属製 

10,400 円 

プラスチ

ック製 

6,600 円 

 

携帯用 

金属製 

7,200 円 

プラスチ

ック製 

1,650 円 

標準型 

７年 

 

携帯用 

５年 

29 
点字タイプライ

ター 

視覚障がい者が容易に使

用し得るもの 

 

視覚障がい２級以上の方

（就労若しくは就学して

いる方又は就労が見込ま

れている方） 

63,100 円 ５年 

※表中の障がい等級は各障がいの個別の等級です。 
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 種 目 性能等 対象者 金 額 
耐用 

年数 

30 

視覚障がい者用

ポータブルレコ

ーダー・音声ＩＣ

タグレコーダー 

【ポータブルレコーダー】 

音声等により操作ボタン

が知覚又は認識でき、か

つ、ＤＡＩＳＹ方式による

録音並びに当該方式によ

り記録された図書の再生

が可能な製品であって、視

覚障がい者が容易に使用

し得るもの 

 

【音声ＩＣタグレコーダ

ー】 

視力に障がいを有する者

の物の識別を容易にする

製品であって、点字、凸線

等により操作ボタンが知

覚でき、かつ、ＩＣタグそ

の他の集積回路とアンテ

ナを内蔵する物品の持つ

識別情報を無線により読

み取り、当該識別情報と音

声データを関連付け、音声

データを音声信号に変換

して出力する機能及び音

声により操作方法に関す

る案内を行う機能を有す

るもの 

学齢児以上で、視覚障が

い２級以上の方 

ポータブル

レコーダー 

89,800 円 

 

 

音声ＩＣタ

グレコーダ

ー 

59,800 円 

６年 

31 

視覚障がい者用

活字文書読上げ

装置 

文字情報と同一紙面に記

載された当該文字情報を

暗号化した情報を読み取

り、音声信号に変換して出

力する機能を有するもの

又は紙面に印刷された文

字情報を音声で読み上げ

ることができる機能を有

するもので、視覚障がい者

が容易に使用し得るもの 

学齢児以上で、視覚障が

い２級以上の方 

115,000 円 ６年 

32 
視覚障がい者用

拡大読書器 

画像入力装置を読みたい

もの（印刷物など）の上

におくことで、簡単に拡

大された画像（文字など）

をモニターに映し出せる

もの 

学齢児以上の視覚障がい

者で、本装置により文字

などを読むことが可能に

なる方 
198,000 円 ８年 

※表中の障がい等級は各障がいの個別の等級です。 
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 種 目 性能等 対象者 金 額 
耐用 

年数 

33 
盲人用時計 

 

視覚障がい者が容易に使

用し得るもの 

学齢児以上で、視覚障が

い２級以上の方（入院・

入所中の方も申請できま

す。） 

13,300 円 10 年 

34 
聴覚障がい者用

通信装置 

一般の電話に接続するこ

とができ、音声の代わり

に、文字などにより通信

が可能な機器であり、障

がい者が容易に使用でき

るもの 

学齢児以上で、聴覚障が

い４級以上又は音声言語

機能障がいがあり、コミ

ュニケーション、緊急連

絡などの手段として必要

な方 

40,000 円 ５年 

35 
聴覚障がい者用

情報受信装置 

字幕及び手話通訳付きの

聴覚障がい者用番組並び

にテレビ番組に字幕及び

手話通訳の映像を合成し

たものを画面に出力する

機能を有し､かつ、災害時

の聴覚障がい者向け緊急

信号を受信するもので、

聴覚障がい者が容易に使

用し得るもの 

聴覚障がい者で、本装置

によりテレビの視聴が可

能になる方 

88,900 円 ６年 

36 
人工喉頭 

 

【笛式】 

呼気によりゴムなどの膜

を振動させ、ビニールな

どの管を通じて音源を口

腔内に導き構音化するも

の（気管カニューレ付を

含む。） 

【電動式】 

顎下部などにあてた電動

板を駆動させ経皮的に音

源を口腔内に導き構音化

するもの（電池又は充電

器代を含む。） 

喉頭摘出により音声機能

を喪失した方（入院・入

所中の方も申請できま

す。） 

 

 

 

笛式 

8,100 円 

 

 

電動式 

70,100 円 

 

 

 

 

笛式 

４年 

 

 

電動式 

５年 

37 点字図書 

月刊や週刊などで発行さ

れている雑誌を除く点字

図書 

視覚障がい者で、主に情

報の入手を点字によって

いる方 

年 間 ６ タ

イ ト ル 又

は 24 巻を

限度とし、

無料。ただ

し、一般図

書 の 購 入

価 格 相 当

額 は 自 己

負 担 と な

ります。 

― 

※表中の障がい等級は各障がいの個別の等級です。 
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 種 目 性能等 対象者 金 額 
耐用 

年数 

38 
ストマ装具 

 

低刺激性の粘着材を使用

した密封型若しくは下部

開放型の収納袋又は密封

型の収尿袋で尿処理用の

キャップ付のものであっ

て、ラテックス製又はプ

ラスチックフィルム製の

もの 

蓄便袋 

直腸機能障がいで、スト

マを造設した方 

 

蓄尿袋 

膀胱機能障がいで、スト

マを造設した方 

（それぞれ入院・入所中

の方も申請できます。） 

蓄便袋 

8,858 円 

(１か月当

たり) 

蓄尿袋 

11,639 円 

(１か月当

たり) 

― 

39 
収尿器 

 

体に固定して尿を溜めて

おくもので、障がい者が

容易に使用できるもの 

下肢・体幹機能障がいで、

排尿障がい（特に失禁）

のある方（入院・入所中

の方も申請できます。） 

男性用 

7,700 円 

 

女性用 

8,500 円 

1 年 

40 

紙おむつなど（紙

おむつ、脱脂綿な

ど、洗腸用具のう

ちいずれか一つ） 

 

【紙おむつ】 

 介助者が容易に使用で

きるもの 

 

【脱脂綿など】 

脱脂綿、サラシ、ガー

ゼなど衛生用品で、介助

者が容易に使用できるも

の 

 

【洗腸用具】 

介助者が容易に使用で

きるもの 

３歳以上の次のいずれか

の条件を満たし、必要が

あると認められる方（入

院・入所中の方も申請で

きます。） 

 

ア ストマの著しい変形

若しくはストマ周辺の

著しい皮膚のびらんの

ため、ストマ用装具を

装着できない方 

イ 二分脊椎など先天性

疾患（先天性鎖肛を除

く。）に起因する神経障

がいによる高度の排尿

機能障がい又は高度の

排便機能障がいのある

方 

ウ 先天性鎖肛に対する

肛門形成術に起因する

高度の排便機能障がい

のある方 

エ 脳性麻痺など脳原性

運動機能障がいが６歳

未満に発生したことに

より、排尿若しくは排

便の意思表示が言語に

限らずあらゆる方法に

よってもできない方 

紙おむつ

など 

12,000 円 

(１か月当

たり) 

 

 

脱脂綿 

など 

12,000 円 

(１か月当

たり) 

 

 

洗腸用具 

12,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗腸用具 

0.5 年 

※表中の障がい等級は各障がいの個別の等級です。 
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 種 目 性能等 対象者 金 額 
耐用 

年数 

41 

＊ 

居宅生活動作補

助用具 

障がい者の移動などを円

滑にする次の居宅生活動

作補助用具と住宅改修 

ア 手すりの取付け 

イ 段差の改修 

ウ 滑り防止及び移動の

円滑化などのための

床又は通路面の材料

の変更 

エ 引き戸などへの扉の

取替え 

オ 洋式便器などへの便

器の取替え 

カ その他アからオまで

の住宅改修に付帯して

必要となる住宅改修 

視覚、下肢若しくは体幹

機能障がい又は乳幼児期

以前の非進行性の脳病変

による運動機能障がい

（移動機能障がいに限

る。）があり、障がい等級

３級以上の方。ただし、

特殊便器への取替えをす

る場合は上肢障がい２級

以上の障がいもある方に

限ります。 

200,000 円 

１家屋に

つき１回

限り。た

だし、家

屋を移転

した場合

は、直前

の申請か

ら５年を

経過しな

い時は申

請できま

せん。 

※数字の下に＊のついた品目は介護保険・高齢者などの日常生活用具給付対象品目となります。それぞれ

の制度を優先利用してください。 

※表中の障がい等級は各障がいの個別の等級です。 

 

用意するもの 

① 用具の見積書（市の登録業者のもの） 

② 各種障がい者手帳 

③ 印鑑 

④ 種目によりその他カタログの写し・意見書 

窓 口 障がい福祉課（市役所１階） TEL 85-6186 FAX 84-5764 

 

 

 

種 目 性能等 対象者 

緊急通報 
システムの設置 

緊急事態が発生した時、ボタン
を押すと１１９番通報するもの 
＊ 光回線など、通信環境により設

置できない場合があります。 

外出が困難なため緊急時におけ
る連絡手段の確保が困難な重度
身体障がい者のみの世帯及びこ
れに準ずる世帯 

 

窓 口 高齢福祉課（市役所１階） TEL 85-6364 FAX 84-5764 

 

貸与種目 



  31 

 

日常生活用具の給付（難病患者など） 

内 容 

在宅療養が可能な難病患者及び関節リウマチ患者（身体障がい者など他
の制度の対象外の方）に日常生活用具を給付します。 
所得に応じて自己負担があり、金額によっては給付が受けられない場合が
あります。 
物品に応じて耐用年数が定められています。 

＊給付種目中〇のついた数字は介護保険対象品目となります。介護保険対象
の方は、介護保険制度をご利用ください。 

 

用意するもの 

① 用具の見積書（市の日常生活用具の給付を引き受ける業者のもの） 
② カタログの写し 
③ 印鑑 
④ 意見書（指定の様式） 

給付種目 

① 便器          ② 特殊マット   ③ 特殊寝台 

④ 特殊尿器       ５ 体位変換器   ⑥ 入浴補助用具 

⑦ 車いす（電動含む）   ⑧ 歩行支援用具   ９ 電気式たん吸引器 

10 意思伝達装置      11 ネブライザー   ⑫ 移動用リフト 

⑬ 居宅生活動作補助用具 14 特殊便器     15 訓練用ベッド 

⑯ 自動消火器       17 動脈血中濃度飽和度測定器（ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ） 

窓 口 障がい福祉課（市役所１階） TEL 85-6186 FAX 84-5764 

 

日常生活用具の給付（小児慢性特定疾患児など） 

内 容 

在宅療養が可能な小児慢性特定疾患児（身体障がい者など他の制度の対
象外の方）に日常生活用具を給付します。 
所得に応じて自己負担があり、金額によっては給付が受けられない場合が
あります。 
物品に応じて耐用年数が定められています。 

用意するもの 

① 用具の見積書（市の日常生活用具の給付を引き受ける業者のもの）  

② カタログの写し 

③ 印鑑 

④ 小児慢性特定疾患医療券（保健所発行のもの） 

⑤ 意見書（指定の様式） 

給付種目 

① 便器        ② 特殊マット     ③ 特殊便器 

④ 特殊寝台      ⑤ 歩行支援用具    ⑥ 入浴補助用具 

⑦ 特殊尿器      ⑧ 体位変換器     ⑨ 車いす 

⑩ 頭部保護帽     ⑪ 電気式たん吸引器  ⑫ クールベスト 

⑬ 紫外線カットクリーム   

窓 口 障がい福祉課（市役所１階） TEL 85-6186 FAX 84-5764 

３ 

４ 
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